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社保研究部
だ　よ　り

レ
セ
コ
ン
の
カ
ル
テ
作
成
機
能
は

個
別
指
導
の
現
場
で
通
用
す
る
か

項　目 指導後の指摘事項

画像診断料
診療録に診断所見の記載がない、または、所見内容
が画一的で不十分である（診断料相当分）。

有床義歯管理料
検査の結果、調整方法、調整箇所、指導内容の要点
が診療録に記載されていないため算定要件を満たさ
ない有床義歯管理料。

補綴時診断料
欠損部の状態、欠損補綴物の設計に関する診療録記
載が不十分で算定要件を満たしていない補綴時診断
料に係る費用。

歯周病検査
検査結果の記載がなく、算定要件を満たさない歯周
病検査に係る費用。

平行測定 検査結果の記載がない平行測定に係る費用。

歯科疾患管理料
管理計画書または診療録において算定要件に定めら
れた事項の記載が不十分な歯科疾患管理料（初回、
継続の提供文書がなく、カルテに要点記載がない）。

歯科衛生実地指導料

歯科衛生士に行った指示内容の診療録記載が画一的
で不十分である。患者一の情報提供文書において、
指導内容やプラークの付着状況の結果が記載されて
いない。

近畿厚生局開示資料から作成

基本診療料
時間外加算・深夜加算 来院時刻
歯科診療特別対応加算 算定した日の患者の状態
初診時歯科導入加算 患者の状態、専門的技法の名称
在宅患者等急性歯科疾患対応加算 常時携行している切削器具名
医学管理料
歯科疾患管理料 文書提供しない場合は、歯科疾患管理の要点
フッ化物洗口指導 歯科衛生士が実施した場合は歯科衛生士への指示内容

周術期口腔機能管理計画策定料 管理計画書の内容またはその写しを診療録に記載また
は添付する周術期口腔機能管理料Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

歯科衛生実地指導料１・２ 歯科衛生士への指示内容などの要点
歯科特定疾患療養管理料 症状、管理内容の要点
共同療養指導計画加算 患者の主治医の保険医療機関名および氏名

歯科治療総合医療管理料
主病の担当医からの情報提供に関する内容および担当
医の所属保険医療機関名など、管理内容、患者の全身
状態の要点

義管Ａ 情報提供文書以外に療養上必要な管理事項の要点

義管Ｂ 必要に応じて実施した検査の結果、調整方法、調整部
位および義歯にかかる指導内容の要点

義管Ｃ、義調 調整方法、調整部位
診療情報提供料Ⅱ 患者または家族から希望があった旨
薬剤情報提供料 薬剤情報を提供した旨
退院時共同指導料１・２ 指導の内容の要点
在宅医療

歯科訪問診療料 実施時刻、訪問先、患者の状態など（急変後の対応の
要点を含む）、患者の病状に基づいた訪問診療の計画

地域医療連携体制加算
患者の病状急変時などに、連携医療機関の歯科医師が
緊急に診療または歯科訪問診療などを行った場合は、
その旨およびその際の診療内容　など

歯科診療特別対応加算 算定した日の患者の状態、要介護度
初診時歯科導入加算 患者の状態、要介護度、専門的技法の説明
在宅患者等急性歯科疾患対応加算 常時携行している切削器具名
歯科訪問診療補助加算 補助を実施した歯科衛生士名

訪問歯科衛生指導料 歯科衛生士に指示した内容、訪問先、患者の状態の要
点、訪問歯科衛生指導の開始時刻と終了時刻

歯科疾患在宅療養管理料 管理内容の要点
在宅患者歯科治療総合医療管理料 （歯科治療総合医療管理料に同じ）
検査・画像診断
各区分の検査 検査結果
画像診断・診断料 診断にかかる所見
歯周病検査 検査結果、検査所見、治療方針

顎関節パノラマ断層撮影 顎関節を構成する骨形態・解剖学的な相対位置、下顎
窩に対する下顎頭の位置、下顎頭の移動量などの所見

リハビリテーション
マイオモニター、摂食機能療法 治療の開始および終了時刻、治療内容など

開口訓練 訓練の開始および終了時刻、訓練内容、使用器具名な
ど

処置・手術・麻酔
著しく歯科診療が困難な者の50/100加算 算定した日の患者の状態
う蝕処置 算定部位ごとに、使用した材料と処置内容
歯冠形態修正 に歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所
歯髄温存療法、直接歯髄保護処置 処置内容や経過観察期間について患者に説明した要点
Ｐ処、Ｐ基処 使用した薬剤名

歯周病安定期治療 ３カ月未満の間隔に短縮して実施する理由（歯周外科
を除く）

床副子調整 調整部位、調整方法
周術期専門的口腔衛生処置 歯科衛生士に指示した内容
機械的歯面清掃処置 歯科衛生士が実施した場合はその氏名
難抜歯 理由および術式
歯根端切除手術、歯の再稙術、歯の移植
術 手術内容の要点

口腔内消炎手術 手術部位、症状、手術内容の要点

歯周組織再生誘導法 画像診断などで得られた術前の根分岐部病変または垂
直性骨欠損の状態、手術部位および手術内容の要点

歯肉歯槽粘膜形成手術 手術目的、症状、手術部位、術式など
歯冠修復・欠損補綴
著しく歯科診療が困難な者の50/100加算 算定した日の患者の状態
充填、歯冠修復、欠損補綴 充填・修復歯面、使用金属または材料、接着材料
印象採得 印象方法、印象材料
未来院請求 装着予定物の種類、予定日、来院できなくなった理由

補綴時診断料 製作予定の部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称、
設計などの要点

　

９
月
15
日
号
で
は
、
レ
セ

プ
ト
電
子
請
求
の
猶
予
届
け

に
つ
い
て
解
説
し
た
。
ま

た
、
10
月
15
日
号
で
は
、
レ

セ
プ
ト
審
査
が
電
子
請
求
の

普
及
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
か
を
、

支
払
基
金
本
部
が
ま
と
め
た

審
査
状
況
の
デ
ー
タ
や
最
近

発
出
さ
れ
た
通
知
を
も
と
に

解
説
し
た
。

　

今
回
は
、
審
査
か
ら
個
別

指
導
の
場
に
視
点
を
移
し
、

診
療
報
酬
の
算
定
要
件
に
カ

　

レ
セ
プ
ト
審
査
で
は
、
診

療
実
日
数
や
治
療
の
流
れ
、

レ
セ
プ
ト
の
記
載
要
領
に
合

致
し
て
い
れ
ば
通
る
の
で
、

カ
ル
テ
記
載
が
不
十
分
で

も
、
た
ち
ま
ち
支
障
は
生
じ

な
い
。

　

し
か
し
、
個
別
指
導
で

は
、
算
定
要
件
ど
お
り
に
カ

ル
テ
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か

が
点
検
さ
れ
る
た
め
、
レ
セ

プ
ト
審
査
は
通
っ
て
も
、
個

別
指
導
で
は
不
備
だ
と
指
摘

さ
れ
る
こ
と
が
起
こ
る
。

内
容
の
適
否
ま
で
は
判
定
し

て
く
れ
な
い
。

　

ま
た
、
レ
セ
コ
ン
に
算
定

区
分
と
点
数
を
入
力
し
て
あ

る
の
で
、
そ
の
日
の
処
置
行

為
を
別
の
ノ
ー
ト
や
メ
モ
に

記
載
し
て
お
け
ば
何
と
か
な

る
と
い
う
先
生
は
い
な
だ
ろ

う
か
。
少
し
堅
い
話
に
な
る

が
、
歯
科
医
師
法
第
23
条
に

は
、「
診
療
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
診
療
に
関
す
る
事

項
を
診
療
録
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら

れ
て
い
る
。

診
療
報
酬
の
改
善
と

記
載
の
簡
素
化
必
要

　

以
上
の
よ
う
に
、
保
険
診

療
で
は
、
多
く
の
具
体
的
な

事
項
を
遅
滞
な
く
記
載
す
る

ル
テ
へ
の
記
載
事
項
が
細
か

く
定
め
ら
れ
て
い
る
項
目
を

検
討
し
な
が
ら
、
レ
セ
コ
ン

に
よ
る
カ
ル
テ
記
載
の
功
罪

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

レ
セ
プ
ト
と
カ
ル
テ

記
載
要
件
が
違
う

　

ま
ず
、
カ
ル
テ
へ
の
詳
し

い
記
載
を
算
定
要
件
に
求
め

て
い
る
主
な
項
目
を
挙
げ
て

み
た（
表
１
）。
こ
れ
だ
け
の

ル
ー
ル
を
日
常
診
療
の
中
で

意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

画
一
的
な
記
載
は

自
主
返
還
に
な
る

　

日
頃
の
カ
ル
テ
記
載
は
、

レ
セ
コ
ン
メ
ー
カ
ー
が
用
意

し
た
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
か
ら

選
択
す
る
ク
リ
ッ
ク
作
業
が

中
心
に
な
り
、
ど
の
患
者
も

同
じ
よ
う
な
所
見
に
な
っ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
表
２

は
個
別
指
導
の
場
で
追
求
さ

れ
、
自
主
返
還
に
陥
っ
た
頻

出
項
目
で
あ
る
。
レ
セ
コ
ン

の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
、
記
載

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
機
に
、
改
め
て
算
定

ル
ー
ル
の
確
認
と
習
熟
に
努

め
、
レ
セ
コ
ン
の
入
力
や
チ

ェ
ッ
ク
機
能
を
見
つ
め
直
し

て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
現

在
の
保
険
診
療
が
抱
え
て
い

る
不
合
理
や
問
題
点
も
よ
り

鮮
明
に
な
る
と
思
う
。

　

協
会
は
、
厚
労
省
に
記
載

の
簡
素
化
を
求
め
て
い
る
。

来
年
は
、
診
療
報
酬
改
定
の

年
に
あ
た
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
な
ど
に
、
現
場
の

切
実
な
声
を
積
極
的
に
中
医

協
や
保
険
者
側
に
届
け
る
必

要
が
あ
る
。
ぜ
ひ
、
多
く
の

先
生
方
の
声
を
お
寄
せ
い
た

だ
き
た
い
。
ま
た
、
診
療
報

酬
改
善
運
動
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

表２　カルテの記載不備で自主返還に至る頻出項目

表１　カルテ記載が算定要件になっている主な項目と記載事項


